
６．三島駅南口東街区工事におけるＪＶへの市内業者の義務付けについて （建設業部会） 

 

現在三島市では、三島駅南口東街区再開発事業が展開されています。他市町では大

型の公共工事については、大手業者と市内業者がＪＶを組んで実施する動きが見受け

られますが三島市においては実施されていないのが現状です。 

三島駅南口東街区再開発事業においては、三島市が所有者または地権者です。本開

発事業における建築工事・土木工事については、市内業者をＪＶとして参加できるよ

うに三島市が先頭に立って組合へ調整・交渉していただくよう要望します。 

 

回答（三島駅周辺整備推進課） 

 

三島駅南口東街区再開発事業において、市街地再開発事業区域は市街地再開発組合、

定期借地事業区域はミサワホームが事業主体となり、事業の検討は、施工予定者が実

施設計段階から参画するＥＣＩ方式により進められています。 

経済的合理性の確保が必須となりますが、市内業者の活用は地域経済の発展・活性

化にとって重要であり、再開発組合の役員も、同様の認識と考えております。 

市といたしましては、事業関係者に対し、ＪＶでの参画に限らず市内業者の活用に

ついて求めているところです。 

  


